
令和８年度　緑の募金交付事業募集要領

　　　　　　　　　　　　　　

　森林の整備、緑化の推進のための活動を緑の募金交付金を受けて実施しようとするものは、この要領により応募するものとする。

１．募集対象事業
	区分
	事業名
	事業の内容
	実施主体
	助成対象経費

	森
林
の
整
備
	みんなの森整備事業
	市民等に広く利用される森林等の整備
都市住民との交流による森林整備
	緑化推進委員会
地域住民等
都市住民等

	苗木代、樹木代、
資材代、看板代等

	
	ふるさとの緑保護事業
	地域のシンボルとなる森林や古木の保護及びＰＲを行う
	緑化推進委員会

地域住民等
	治療費、環境整備に要する経費、ＰＲ費等

	緑
化
の
推
進
	環境緑化推進事業
	地域住民参加による公共用地等における植樹、保護手入れ活動、花の育苗、植え付け等
	緑化推進委員会

地域住民等
	苗木代、樹木代、
資材代、看板代等

	
	緑の街づくり推進事業
	統一した街並みの緑化活動及び緑化推進委員会が行なう苗木の無償配布 
	緑化推進委員会

地域住民等
	苗木代、ＰＲ費等

	その他
	運営協議会認定事業
	運営協議会において、緑の募金の趣旨に合ったものとして認められた事業


※　ただし、次のいずれかに該当するものは、応募できないものとする。

（1） 既に、同事業について当該年度中に当事業または他の機関等から、補助金、助成金を受けているもの、または受ける見込みのあるもの。

（2） 個人の利益、または、特定の事業者の利益のために行われるもの。

（3） 個人の所有地で行なう事業。（但し協会長が適当と認める場合を除く）

（4） 緑化の推進活動を行なう団体と認められない者、または個人が行なう事業。

（5） 「緑の募金事業」としてふさわしくないと認められるもの。

２．緑の募金交付金の交付対象経費

　　　交付の対象となる経費は、原則として次のとおりとする。

	科　　目
	区　　分
	細　　分
	摘　　　要

	行動費
	交通費
	人員輸送
	人員輸送車借り上げ料

	
	保険料
	傷害保険
	ボランティア等傷害保険料

	環境整備費
	歩道等整備費
	歩道等整備
	植栽等に利用する歩道等整備経費

	資材費等
	機械、器具
	機械器具
	下刈り鎌、間伐用鋸等購入、借り上げ損料

	
	苗木、肥料、支柱
	苗木、肥料等、獣害防止用資材等
	苗木は原則として１本あたり１万円を超えないのものとする

	
	委託費
	薬剤注入費等
	自治会で管理している名木の保護にかかるもので、専門的な技術を要するものに限る

	資材等運搬費
	運搬費
	車両借り上げ
	車両借り上げ料

	事務費
	事務用品費等
	事務用品等
	印刷、通信、事務消耗品等


※　次の経費等については、交付の対象となりません。

１）ボランティアの労賃、旅費

２）居住地から集合・解散場所までの旅費

３）食料費

３．事業期間

原則として、当該事業年度の２月末日までに完了できるもの。

４．交付限度額

原則として、１事業あたり２０万円を限度とする。

５．交付対象者

（1） 市町並びに市町緑化推進委員会（以下「市町緑化推進委員会等」という。）

（2） 三重県に住所を有する事業者、住民団体（全国規模の団体は除く）等で、三重県内で森林の整備、緑化の推進活動をしようとする者のうち次の要件を具備している者。

　　ア　交付金の使途に係る条件遵守が確実であり、自主的に事業を完遂できること。

　　イ　営利を目的としないこと。

６．募集締切

令和８年２月２日（月）まで

７．申込先

志摩市役所　３階　農林課

８．採択の決定等

（1） 申請のあった事業箇所については、「運営協議会」に諮り、決定する。

（2） 交付の決定にあたっては、申請事項に修正を加え、又は条件を付すことができる。

９．採択決定の通知

採択決定がなされた後、その結果は、志摩市緑化推進委員会等を経由し各申請者あて通知する。

※　本事業は志摩市の皆さまから寄せられた「緑の募金」を活用して実施するものです。募金額に応じて配分額が定められているため、申込みが多数の場合は、ご要望どおりの交付額になるとは限りませんのでご了承ください。
また、毎年春に行っております「緑の募金」活動に対しても、積極的なご支援、ご協力をよろしくお願いします。
（問い合わせ先）

· 志摩市緑化推進委員会事務局（志摩市役所　農林課）

〒517-0592　志摩市阿児町鵜方3098番地22

電話：0599-44-0288　　FAX：0599-44-5263

